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第２章 市民自治が育む自立のまちづくり 

● 施策体系 

第１節 多様なコミュニティ活動の充実による住みよいまちづくり 

（細節）       （細々節） 

１ コミュニティ活動の充実   （１）コミュニティ意識の醸成 

（２）コミュニティ活動の促進 

（３）情報交流の促進 

２ コミュニティ施設の充実   （１）コミュニティ施設の整備と運営 

（２）コミュニティ関連施設のネットワーク化 

３ コミュニティとの協働の推進 

第２節 情報の共有化を進めるまちづくり 

（細節） 

１ 情報技術の活用の推進 

２ 情報通信ネットワーク基盤整備の推進 

３ 情報化に伴う安全対策の推進 

４ 情報公開・情報提供の推進 

５ 個人情報保護の推進 

第３節 市民参画によるまちづくり 

（細節）       （細々節） 

１ 市民参画の推進    （１）市民参画の手法の整備と充実 

（２）市民との協働による地域レベルのまちづくりの推進 

２ 広聴活動の充実 

 

 

 

 

 

 

27 (15) 29,393

28 (16) 29,393

29 (17) 29,393

30 (18) 29,393

31 (19) 31,393

2 1 1 2 合　計 148,965

27 (15) 6,500

28 (16) 6,500

29 (17) 6,500

30 (18) 6,500

31 (19) 6,500

2 1 1 2 合　計 32,500

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

市民活動災害保障保険事
業

[地域自治推進室]

継
 
 
続

施策及び事業の内容 区分

「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」
コミュニティ活動への支援 市民が自主的に行うコミュニティ活動が発

展するよう支援する。

拡
　
　
充

[地域総務室]
[地域自治推進室]
[地域経済振興室]

摘　　　　要

①市民活動災害保障保険事業
②市民活動災害見舞金支給事業

公益性のある活動を行う市民活動団体の市
民活動を支援するため市民活動災害保障・
見舞金制度を運用する。

①内本町コミュニティ協議会助成事業
②亥の子谷コミュニティ協議会助成事業
③千里山コミュニティ協議会助成事業
④吹田まつり補助事業
⑤自治会活動関係事業（集会施設の整備に関するもの
を除く。）

【拡充内容】
　③については新規事業

事　業　費

年度(西暦) 単位：千円
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● 制度等の施策関係 
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第２章 市民自治が育む自立のまちづくり 

27 (15) 3,087

28 (16) 3,087

29 (17) 3,087

30 (18) 3,087

31 (19) 3,087

2 1 1 2 合　計 15,435

27 (15) 26,823

28 (16) 26,924

29 (17) 27,320

30 (18) 27,320

31 (19) 27,320

2 1 1 2 合　計 135,707

27 (15) 375,435

28 (16) 373,095

29 (17) 384,200

30 (18) 384,200

31 (19) 384,200

2 1 2 1 合　計 1,901,130

27 (15) -

28 (16) -

29 (17) -

30 (18) -

31 (19) -

2 1 2 1 合　計 -

27 (15) 11,311

28 (16) 11,311

29 (17) 11,658

30 (18) 11,658

31 (19) 11,658

2 1 2 1 合　計 57,596

27 (15) 15,530

28 (16) 16,290

29 (17) 16,587

30 (18) 16,587

31 (19) 16,587

2 1 2 1 合　計 81,581

27 (15) 14,000

28 (16) 14,000

29 (17) 14,000

30 (18) 14,000

31 (19) 14,000

2 1 2 1 合　計 70,000

継
　
　
続

コミュニティ活動の促進を図るため、市民
が自主的に行う集会所等の諸施設の整備を
支援する。

継
　
　
続

①自治会活動関係事業
（集会施設の整備等に関するもの。）

①竹見台多目的施設事業
（竹見台市民ホールの狭隘を解消するまで存続。）

[地域総務室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

竹見台多目的施設事業

地域住民の集会等の用に供し、市民の文
化、福祉等の向上を図るため、竹見台多目
的施設の管理運営を行う。

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

コミュニティ施設の充実

[地域自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

市民センター等の管理運
営

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

市民公益活動促進補助事
業

「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

[地域自治推進室]

市民相互の交流並びに市民の文化及び福祉
の向上を図るため、市民センター等の管理
運営を行う。

拡
　
　
充

継
 
 
続

施策及び事業の内容 区分

①市民公益活動センター事業

市民公益活動を促進するため、市民公益活
動団体が、自立して事業を展開できるよ
う、活動の立ち上がり期などの事業に対し
補助金を交付する。

①千里市民センター事業
②岸部市民センター事業
③豊一市民センター事業
④千里丘市民センター事業
⑤山田ふれあい文化センター事業
⑥市民ホール事業
⑦内本町コミュニティセンター事業
⑧亥の子谷コミュニティセンター事業
⑨千一コミュニティセンター事業
⑩千里山コミュニティセンター事業（新規）
【拡充内容】新たに千里山コミュニティセンターを供用開始。

①地区集会所事業

摘　　　　要
事　業　費

①コミュニティ施設整備事業

幼稚園廃園跡の施設を暫定的に地域交流の
場として地域住民に提供し、市民の文化、
福祉等の向上を図る。
各地区集会所（西山田、岸二、北山田、吹
田東）の運営については、地域住民で組織
される各地区集会所運営委員会に委託して
いる。

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

市民公益活動センター事
業

継
 
 
続

①市民公益活動促進補助事業

継
　
　
続

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

コミュニティ施設整備事
業

継
　
　
続

[地域総務室]

[地域総務室]

[地域自治推進室]

[地域総務室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

地区集会所事業

広域的なコミュニティ施設未整備地域であ
る北千里地区、南吹田・豊津・江坂地域に
おいて、コミュニティ施設の整備を行う。

市民公益活動の推進を図るため、様々な分
野にわたって活動している市民公益活動団
体を総合的に支援する市民公益活動セン
ターを運営する。

年度(西暦) 単位：千円
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27 (15) 210

28 (16) 210

29 (17) 210

30 (18) 210

31 (19) 210

2 1 3 － 合　計 1,050

27 (15) 118,244

28 (16) 142,192

29 (17) 143,621

30 (18) 125,952

31 (19) 145,096

2 2 － － 合　計 675,105

27 (15) 430,986

28 (16) 436,452

29 (17) 61,361

30 (18) 70,499

31 (19) 64,691

2 2 1 － 合　計 1,063,989

27 (15) 112,472

28 (16) 125,229

29 (17) 124,648

30 (18) 125,379

31 (19) 127,115

2 2 4 － 合　計 614,843

27 (15) 1,319

28 (16) 1,319

29 (17) 1,333

30 (18) 1,333

31 (19) 1,333

2 2 4 － 合　計 6,637

27 (15) 22,094

28 (16) 22,955

29 (17) 22,955

30 (18) 22,955

31 (19) 23,699

2 2 4 － 合　計 114,658

27 (15) 658

28 (16) 658

29 (17) 659

30 (18) 659

31 (19) 659

2 2 5 － 合　計 3,293

「情報の共有化を進める
まちづくり」

情報公開制度の推進

本会議の映像のインターネット配信や会議
録検索システムの活用、また議会だよりの
紙面充実により、会議の情報を積極的に公
開し、開かれた議会をめざす。

[議会事務局総務課]

[情報公開課]

①個人情報保護事業

[情報公開課]

「情報の共有化を進める
まちづくり」

議会の情報公開

継
　
　
続

市民の自己情報をコントロールする権利を
保障するとともに、個人情報の適正な取扱
いを図り、基本的人権の擁護と信頼される
市政の推進をめざす。

①情報公開事業

「情報の共有化を進める
まちづくり」
情報通信技術の活用の促
進

[情報政策室]

［各所管室課]

「情報の共有化を進める
まちづくり」

個人情報保護制度の推進

市が管理する公文書を原則として公開し、
市民参加の開かれた市政の発展をめざす。
また、行政資料閲覧コーナーの資料の充実
を図り、市政についての情報の提供に努め
る。

継
　
　
続

継
　
　
続

①大型システム運用事業
②小型システム運用事業
③庁内データ総合共有活用システム整備事業
④人事システム運用事業
⑤電子入札システム事業
⑥学校教育情報通信ネットワーク構築事業など
（事業費は上記①～⑤の経費。)

①コンプライアンス推進事業

①市報すいた発行事業
②くらしの友発行事業
③広報番組制作放送事業
④ホームページ事業
⑤シティプロモーション事業

「情報の共有化を進める
まちづくり」

広報機能の充実

市報すいたなどの印刷媒体をはじめ、映像
媒体であるＣＡＴＶやホームページを活用
するなど、それぞれの特性を生かした広報
活動を進める。

[広報課]

庁内情報通信網（ＬＡＮ）を利用し、情報
の共有化を図り、事務の効率化を推進す
る。

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

コンプライアンス推進事
業

条例を基本に、コンプライアンス審査会等
を活用し、法令遵守の徹底と市政運営の透
明性向上を進め、より公正で公平な市政の
確立を目指す。

継
　
　
続

[人事室]

施策及び事業の内容 区分

「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

事　業　費
摘　　　　要

[情報政策室]

①本会議放映事業
②会議録作成事業
③会議録検索システム事業
④議会だより等作成事業

継
　
　
続

継
　
　
続

「情報の共有化を進める
まちづくり」
情報通信技術を利用した
情報の共有化 市民サービスの向上と市民の情報ニーズへ

の対応を図るとともに、情報通信基盤の整
備と情報化に伴う安全対策に努める。

継
　
　
続

①情報化推進体制整備事業
②地域情報化事業
③情報通信基盤事業

年度(西暦) 単位：千円
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27 (15) 419

28 (16) 419

29 (17) 419

30 (18) 419

31 (19) 419

2 3 1 2 合　計 2,095

27 (15) 515

28 (16) 395

29 (17) 551

30 (18) 396

31 (19) 379

2 3 1 － 合　計 2,236

27 (15) 725

28 (16) 739

29 (17) 739

30 (18) 739

31 (19) 739

2 3 1 － 合　計 3,681

27 (15) 9,188

28 (16) 9,188

29 (17) 9,736

30 (18) 9,736

31 (19) 9,736

2 3 2 － 合　計 47,584

27 (15) 458

28 (16) 458

29 (17) 475

30 (18) 475

31 (19) 475

2 3 2 － 合　計 2,341

27 (15) -

28 (16) 2,626

29 (17) -

30 (18) -

31 (19) -

2 3 2 － 合　計 2,626

27 (15) -

28 (16) -

29 (17) -

30 (18) 2,626

31 (19) -

2 3 2 － 合　計 2,626

[市民相談課]

①市民意識調査事業

「市民参画によるまちづ
くり」

市政モニタリング調査事
業

市民参加の行政の推進を図るため、４年ご
とにアンケートの郵送調査により市政運営
の参考となる意見を聴く。

継
　
　
続

[市民相談課]

「市民参画によるまちづ
くり」

市民意識調査
市民の意見を幅広く聴取し、市民参加によ
る市政運営の推進を図るため、４年ごとに
意識調査を実施する。

継
　
　
続

市民協働学習センターを地域貢献学習の場
として、市民との協働によるまちづくりを
推進する。

継
　
　
続

[文化のまちづくり室]

「協働によるまちづく
り」

市民自治推進事業
自治基本条例に基づき、情報共有、市民参
画及び協働を推進する。

①多重債務相談事業

[市民相談課]

「市民参画によるまちづ
くり」

市民相談の充実
市民の各種相談の充実、市民生活に関する
身近な相談を実施する。

継
　
　
続

①市民協働学習センター事業

[地域自治推進室]

①市政モニタリング調査事業

①法律相談事業
②登記・測量相談事業

[市民相談課]

[地域自治推進室]

「市民参画によるまちづ
くり」

多重債務相談事業
多重債務問題専門の法律相談を実施し、あ
わせて多重債務者の生活再建を支援する。

継
　
　
続

「市民参画によるまちづく
り」

市民協働学習センター事業

地域主権に関する理解促進及び地域のこと
は地域で決めることができる地域自治組織
のあり方を検討する。

継
　
　
続

①地域主権推進事業

「市民参画によるまちづ
くり」

地域主権推進事業

継
　
　
続

①市民自治推進事業

年度(西暦) 単位：千円

「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要
事　業　費
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27 (15) 29

28 (16) 5

29 (17) 32

30 (18) 5

31 (19) 32

2 3 2 － 合　計 103

①市民の声・相談案内事業
　「市民の声事務事業」を「相談案内事業」に統合
し、名称変更

[市民相談課]

「市民参画によるまちづ
くり」

広聴機能の充実
市民生活に関係の深い施策や身近な問題に
ついて、市民の意見や要望を聴取し市政に
反映させる。

継
　
　
続

「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要
事　業　費

年度(西暦) 単位：千円

 

 

 

 

 

 


